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内閣総理大臣 岸 田文雄殿
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内閣承認人事について
1

外務省人事につきましては、別紙のとおりとしたいので、内閣の承認を
求めます。
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略 歴

い とう なお き

伊藤直樹

男

昭和35年11月10日生

東京大学法学部第三類卒業（昭和59年3月）

昭和58年外務公務員採用上級試験

東京都

英語

氏 名

性 別

生年月日

学 歴

採用試験

出身地

研修語学

イ

昭和5

平成1

1

外務省入省

在ミャンマー日本国大使館一等書記官

在ミャンマー日本国大使館参事官

国際連合日本政府代表部参事官

アジア大洋州局南東アジア第二課長

アジア大洋州局北東アジア課長

国際協力局総合計画課長

国際協力局政策課長

在インド日本国大使館公使

在英国日本国大使館公使

大臣官房参事官兼経済局､欧州局

大臣官房審議官兼経済局、欧州局

大臣官房審議官兼経済局

（独）国際協力機構理事

外務事務官在シカゴ日本国総領事館総領事

特命全権大使バングラデシュ国駐笥

免バングラデシュ国駐笥
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臨時本省事務従事(広報外交担当兼国際保健担当、メコン協力担当）



略 歴

おお さわ まこと

大澤 誠

男

昭和36年2月21日生

東京大学法学部第三類卒業（昭和59年3月）
昭和59年国家公務員採用上級（甲種）法律（法律）
東京都

なし

氏 名

性 別

生年月日

学 歴

採用試験

出身地

研修語学
f

昭和59．

平成2‘

5．

6．

6．

8，

農林水産省入省

大臣官房文書課法令審査官
大臣官房文書課付

外務事務官経済協力開発機構日本政府代表部二等書記官
経済協力開発機榊日本政府代表部一等書記官
磯林水産事務官大臣官房秘書課付
林野庁林政部森林組合課課長補佐
大臣官房予算課課長補佐
食栂庁総務部総務課調査官
総合食料局食料企画課付

外務事務官在ジュネーブ国際機関日本政府代表部参事官
農林水産事務官大臣官房国際部国際経済課長
経営局協同組織課長

兼内閣事務官内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）
大臣官房食料安全保障課長

大臣官房政策課長

兼復興事務官（統括官付）

大臣官房参事官（環境・国際）
大臣官房国際部長

兼内閣事務官内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付） （～2
内閣官房TPP政府対策本部員
大臣官房総括審議官（国際担当）
経営局長

磯林水産審議官
退職

農林水産省顧問（～3． 10）
特命全権大使ニュージーランド国駐舗
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すず き ひ･G jj

鈴木秀生

男

昭和38年2月24日生

東京大学法学部第二類卒業（昭和60年3月）

昭和59年外務公務員採用上級試験

大阪府

フランス語

氏 名

性 別

生年月日

学 歴

採用試験

出身地

研修語学

‘？

外務省入省

経済協力開発機榊日本政府代表部一等審記官

経済協力開発機榊日本政府代表部参事官

総合外交政策局総務課企画官

総合外交政策局総務課主任企画官
経済協力局無償資金協力課長

欧州局政策課長

在アメリカ合衆国日本国大使館参事官

在アメリカ合衆国日本国大使館公使

在ベトナム日本国大使館公使

大臣官房参事官兼北米局、アジア大洋州局

在大韓民国日本国大使館公使

大臣官房地球規模課題審識官（大使)

国際協力局長

大臣官房

特命全権大使チェコ国駐劉

昭和60． 4

平成11． 7

14， 1
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27． 10
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